
和歌山県振興局地域づくり支援事業補助金交付要綱 

 

 （趣旨） 

第１ 知事は、地域の資源や特色を生かした個性豊かで活力ある地域づくりを推進するた

め、市町村や民間団体等が行う地域づくりの取組に対し、振興局が予算の範囲内におい

て補助金を交付するものとし、その交付に関しては、和歌山県補助金等交付規則（昭和

６２年和歌山県規則第２８号。以下「規則」という｡)及びこの要綱に定めるところによ

る。 

 （補助対象事業等） 

第２  補助金の交付対象となる者（以下「補助対象者」という｡)、補助対象事業、補助期

間、補助率及び補助限度額は別表第１のとおりとし、補助対象経費は別表第２のとおり

とする。なお、備品購入費は、別表第２の１～４及び６の合計額の１／９を上限に補助

対象経費として計上することができる。また、次に掲げる事業は、補助対象事業から除

くものとする。 

 (1) 国又は県の他の補助金等の交付を受けている事業 

 (2) 施設整備等のハード事業 

 (3) 補助対象経費が１０万円未満の事業 

 （交付申請書の添付書類） 

第３  補助金の交付を受けようとする者は、規則第４条の申請書に次に掲げる書類を添え

て、知事に提出しなければならない。 

 (1) 事業計画書（別記第１号様式） 

 (2) 収支予算書（別記第２号様式） 

 (3) 役員等名簿（別記第３号様式） 

 (4) 補助金の交付を受けようとする者が、民間団体の場合は、その団体の活動目的、活 

動内容等を明らかにする書類 

(5) その他知事が必要と認める書類 

 （補助金の交付条件） 

第４ 規則第６条の規定により補助金の交付に付する条件は、次に掲げるとおりとする。 

 (1) 次に掲げる事項のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ知事の承認を受

けること。 

    ア 補助対象事業の内容の変更（知事が軽微であると認める変更を除く。）をしよう

とする場合 

    イ 補助対象経費の配分の変更（補助対象経費の額の２０パーセント以下の増減を除

く。）をしようとする場合 

    ウ 補助対象事業を中止し、又は廃止しようとする場合 

  エ 交付決定後に役員等の変更があった場合 

 (2) 補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は当該補助対象事業の遂行が困難

となった場合においては、速やかに知事に報告してその指示を受けること。 

 (3) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後におい

ても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなけれ



ばならない。 

 (4) 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳

簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後５年間保管しなければならない。 

 （変更の申請） 

第５ 第４第１号の規定による知事の承認を受けようとするときは、補助対象事業の内容

又は補助対象経費の配分の変更の場合にあっては事業変更承認申請書（別記第４号様式）

及び変更後の第３に掲げる書類を、補助対象事業の中止又は廃止の場合にあっては事業

中止（廃止）承認申請書（別記第５号様式）を知事に提出しなければならない。 

 （実績報告書の添付書類） 

第６ 規則第１３条に規定する実績報告書には事業実績書（別記第６号様式）及び収支決

算書（別記第７号様式）を添付し、事業完了の日から起算して３０日を経過した日又は

補助金の交付決定があった日の属する年度の翌年度の４月２０日のいずれか早い日まで

に提出しなければならない。 

（財産処分の制限） 

第７ 規則第２０条ただし書に規定する知事が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等

に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）に定める耐用年数に相当する期間又はこ

れに準ずると認められる期間とする。 

  （補助金交付決定前着手） 

第８ 補助金の交付を申請している事業について、申請者が事業の効率的な実施を図るた

め又は緊急その他やむを得ない事情により当該補助金の交付決定前に当該事業に着手す

る場合には、あらかじめ補助金交付決定前着手届（別記第８号様式）を知事に提出しな

ければならない。 

 （その他） 

第９  この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、知事が別に定める。 

   附 則 

 この要綱は、令和６年３月２２日から施行する。 

   



別表第１（第２関係） 

補助対象者 補助対象事業 補助期間 補助率 補助限度額 

 

１ 市町村 

２ 一部事務組合 

３ 広域市町村圏協議会 

４ 広域連合 

５ 複数市町村等で構成され

る団体（等には県、民間団

体を含む） 

６ 和歌山県に本拠を持ち県

内で活動する団体（市町村

や企業、第三セクターが参

加している場合も可。） 

 

 

(1) 地域文化育成事業 

(2) 地域資源活用事業 

(3) 地域交流事業 

(4) ＵＪＩターン促進事業 

(5) 地域情報化推進事業 

(6) ひとづくり推進事業 

(7) 住民福祉の増進や地域

の活性化等地域振興上

知事が特に必要と認め

る事業 

 

 

補助金の交付決

定があった日か

ら当該年度の 3

月 31日 

 

 

 

 

 

補助対象経費

の２分の１以

内。 

ただし、補助金

の額に千円未

満の端数が生

じた場合は、こ

れを切り捨て

る。 

 

 

 

 

予算の範囲

内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表第２（第２関係） 

 

 

  

 
経費区分 内容例 

１ 
報酬・謝金・ 

旅費・交通費 

外部講師及びイベントスタッフへの報酬、謝金、賃金、招へい及び視察に係る

旅費、交通費、宿泊費等 

２ 需用費・原材料費 消耗品費、印刷製本費、食糧費、イベント開催に係る資材費等 

３ 
役務費・ 

使用料・賃借料 
通信運搬費、広告料、手数料、保険料、会場使用料、什器レンタル料等 

４ 委託料 会場設営等委託費、デザイン委託費、イベント運営委託費等 

５ 備品購入費 事業の実施に直接必要となる最小限度の備品 

６ その他 上記以外で特に必要と認められる経費 


